
相 続 税 法
本試験問題 TAC予想問題

〔第一問〕問１
　問１�　次の［設例］に基づき、以下の［問］に答えなさい。
　 ［設例］
　　�　父Ｘは、令和４年８月に死亡し、子Ａ（大学院に在学）は相続
により財産を取得した。子Ａが、父Ｘから生前に取得していた財
産は次のとおりであり、賂与税の申告、納付が必要なものについ
ては適法に済ませている。

　　�　なお、父Ｘ及び子Ａは、日本国籍を有しており、日本国外に住
所を有していたことはない。

　　�　また、以下の１〜４に掲げる贈与以外の贈与については考慮す
る必要はない。

　　１　平成30年11月に、父Ｘから、現金500万円の贈与を受けた。
　　２�　令和元年５月に、父Ｘから、土地の贈与（贈与時の時価1,000

万円、相続開始時の時価2,500万円）を受け、父Ｘを特定贈与
者として、相続時精算課税の適用を受けた。

　　３�　令和２年10月に、父Ｘから、米国国債（贈与時の時価2,000
万円、相続開始時の時価2,100万円）の贈与を受けた。

　　４�　令和３年４月に、父Ｘを委託者とする信託受益権（1,000万円）
を取得し、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈
与税の非課税（租税特別措置法第70条の２の２）の適用を受け
た。なお、父Ｘの相続開始の日における教育資金支出額は500
万円であり、子Ａは、在学証明書を贈与者の死亡の届出と併せ
て取扱金融機関に提出している。

　 ［問］
　　�　子Ａの相続税の計算上、課税価格に加算される財産の価額及び
課された贈与税の課税上の取扱いについて、関連する条文に触れ
つつ説明しなさい。

●上級演習　第２回〔第一問〕問２
　問２�　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非

課税（租税特別措四法第70条の２の２。以下「教育資金の非課
税」という。）について、次の設例に基づき、以下の⑴及び⑵
の問に答えなさい。

　〔設例〕
　　　甲

　　　　　　　丙（平成29年死亡）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　孫Ａ（平成９年５月生）
　　　乙　　　　　　　　　　　　　　　　孫Ｂ（平成13年８月生）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　孫Ｃ（平成15年11月生）
　　　　　　　丁

　　①�　甲は、令和元年９月に孫Ａ、孫Ｂ及び孫Ｃに対してそれぞれ
1,000万円の金銭を贈与した。孫Ａ、孫Ｂ及び孫Ｃはいずれも、
贈与を受けた金銭の全額を教育資金管理契約に基づきＺ銀行Ｙ
支店において普通預金に預入れをした。

　　②�　令和２年10月、孫Ｃが死亡した。その死亡の日における孫Ｃ
の非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額は、
6,000,000円であった。

　　③�　令和３年２月、甲はＸ社の株式（上場株式。贈与時の時価は
１株当たり1,000円） を孫Ａ及び孫Ｂに対してそれぞれ1,000株
ずつ贈与した。

　　④�　令和４年７月、甲が死亡した。相続又は遺贈により甲の遺産
を取得したのは乙のみであった。また、甲の死亡の日における
孫Ａ及び孫Ｂの状況は以下のとおりであり、Ｚ銀行Ｙ支店が記
録した教育資金支出額は、いずれも8,000,000円であった。

　　　　孫Ａ：W株式会社勤務。教育訓練は受けていない。
　　　　孫Ｂ：Ｖ大学在学中。
　　⑤�　孫Ａ、孫Ｂ及び孫Ｃは、上記以外の贈与を受けておらず、い

ずれも相続時精算課税の適用を受けていない。

　　⑴�　孫Ｃについて、教育資金の非課税の適用を受けていたことに
伴う令和２年における贈与税の課税上の取扱いについて説明す
るとともに、令和２年分の贈与税の課税価格がいくらとなるか
答えなさい。

　　⑵�　孫Ａ及び孫Ｂについて、教育資金の非課税の適用を受けてい
たことに伴う甲の死亡に係る相続税の課税上の取扱いについて
説明するとともに、相続税の課税価格がそれぞれいくらとなる
か答えなさい。

●上級演習　第７回〔第一問〕問２
　問２�　次の設例の父Ｚからの贈与について、相続時精算課税に関す

る以下の⑴から⑶までの問に答えなさい。なお、解答に当たっ
ては、贈与税の期限内申告については説明を要しない。

　　 ［設例］
　　　父　Ｚ（昭和35年２月生）
　　　　　　　　　　子　Ａ（昭和56年８月生）
　　　母　Ｙ　　　　　　　　　　　　　　孫　Ｃ（平成13年５月生）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　孫　Ｄ（平成17年12月生）
　　　　　　　　　　夫　Ｂ
　　　　　　　　　　（平成29年１月死亡）

　　　①　平成29年４月�　父Ｚは子Ａに対して上場株式（贈与時の相
続税評価額1,000万円）を贈与した。

　　　②　令和４年３月�　父Ｚは子Ａに対して土地（贈与時の相続税
評価額3,000万円）を贈与した。

　　　③　令和４年９月�　父Ｚは孫Ｄに対して日本国債（贈与時の相
続税評価額2,800万円）を贈与した。

　　　④　令和４年11月�　子Ａが死亡。子Ａの相続において、孫Ｃ及
び孫Ｄは適法に相続を放棄した。

　　　⑤　令和６年８月�　父Ｚが死亡。遺産はすべて父Ｚの相続人が
取得し、いずれの者も納付すべき相続税が算
出されている。

　　　⑥�　親族図に図示する者は、いずれも日本国外に住所を有して
いたことはない。また、上記①から③の贈与以外の贈与は行
われていない。

　　⑴�　相続時精算課税を選択適用できる者とその財産を示しなさ
い。また、その理由となる規定を挙げて説明しなさい。

　　⑵�　⑴の者が相続時精算課税を選択適用する際の手続きについて
説明しなさい。また、その手続きを行う者を示しなさい。

　　⑶�　⑴の者が相続時精算課税の適用を受けた場合における、父Ｚの
相続における相続税額の計算上の取扱いについて説明しなさい。



〔第二問〕［資料１］２
　２　被相続人甲の相続人等の状況は、次に図示するとおりである。

　　　　　　　　　　　　　養子Ａ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　孫Ｄ
　　　　　前妻丙　　　　　妻Ａ'

　　　　　　　　　　　　　長女Ｂ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　孫Ｅ
　　　　　　　　　　　　　夫Ｂ'

　　　　被相続人甲　　　　次女Ｃ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　養子Ｆ
　　　　　　　　　　　　　亡養子Ｃ'

　　　　配偶者乙　　　　　養子Ｆ ◀

　　（注６�）養子Ａ�（前妻丙の連れ子）は昭和37年５月８日の被相続
人甲と前妻丙の婚姻時に、亡養子Ｃ' は平成15年11月22日に
被相続人甲と前妻丙との間で、それぞれ適法に普通養子縁
組をしている。養子Ｆは生まれてすぐに次女Ｃと亡養子Ｃ'
との間で、また、平成19年４月８日に被相続人甲と前妻丙
との間で、それぞれ適法に普通養子縁組をしている。

　　（注７�）養子Ａと養子Ｆは、被相続人甲に係る相続について、適
法に相続の放棄をしている。

●補助問題　第７回〔第二問〕［資料１］２
　２　被相続人甲の相続人等の状況は、次に図示するとおりである。

　　（注）�４�　被相続人甲及び配偶者乙は、次のとおりそれぞれの者
と適法に養子縁組をしている。

　　　　　　平成元年１月　養子Ｂ
　　　　　　平成６年６月　子Ａの夫Ａ' 及び孫Ｃ
　　　　　　平成13年７月　孫Ｄ及び孫Ｅ
　　　　 ５�　義子Ｄ及び養子Ｅは、被相続人甲の死亡に係る相続に

ついて家庭裁判所に申述し、適法に相続の放棄をしてい
る。

〔第二問〕［資料１］３ ⑹

　⑹�　私道Ｌの共有持分５分の１は、長女Ｂと次女Ｃに２分の１ずつ
遺贈する。

　　�　私道Ｌは、路線価地域（普通住宅地区）に所在しており、袋小
路状になっており、私道Ｌに隣接する宅地を利用している者のみ
の通行の用に供されている。また、この私道Ｌには特定路線価が
設定されている。

●実力完成答練　第６回〔第二問〕［資料１］３ ⑴

　⑴�　宅地Ｈ（198㎡）及び私道Ｉ（55㎡の持分２分の１）並びにそ
の上に存する建物Ｊは、配偶者乙が取得する。

　　�　宅地Ｈは、路線価地域（普通住宅地区）に所在し、その地形等
は、次のとおりである。

　　�　この宅地の上には被相続人甲所有の建物Ｊがあり、被相続人甲
並びに甲と生計を一にする配偶者乙、子Ａ及び孫Ｄが居住の用に
供していた。しかし、相続開始後に被相続人甲以外の者は全て転
居し、この建物を第三者に月額180,000円で賃貸している。この
建物の固定資産税評価額は3,000,000円である。

　　�　また、私道Ｉは、宅地Ｈと第三者ａの所有する宅地の利用者の
みが利用する私道で、被相続人甲と第三者ａが持分２分の１ずつ
で所有していたものである。なお、配偶者乙からの特定路線価の
申請に基づき、所轄税務署長より１㎡当たり120,000円との通知
が来ている。

〔第二問〕［資料１］３ ⑷ ⑸
　⑷　宅地Ｊは、長女Ｂと次女Ｃに２分の１ずつ遺贈する。
　　�　宅地Ｊは、路線価地域（普通住宅地区）に所在し、その地形等
は次のとおりである。

　　�　なお、宅地Ｊは全て、以下の⑸の家屋Ｋの敷地として使用され
ている。

　⑸�　家屋Ｋは、長女Ｂと次女Ｃに２分の１ずつ遺贈する。また、家
屋Ｋには終身の配偶者居住権を設定し、配偶者乙に遺贈する。

　　�　家屋Ｋ（固定資産税評価額32,000,000円）は、被相続人甲と配
偶者乙の居住の用に供されていた。なお、家屋Ｋの建築日は平成
26年（2014年）９月28日で、構造は木造（耐用年数省令に定める
住宅用の耐用年数22年）である。配偶者乙の平均余命に基づく存
続年数は15年とし、存続年数に応じた法定利率による複利現価率
は0.642として計算するものとする。

●直前予想答練　第２回〔第二問〕［資料１］３�⑴
　⑴　宅地Ｆ及び家屋Ｇは、配偶者丙と子Ｂが取得する。
　　�　配偶者丙は、家屋Ｇに係る配偶者居住権を配偶者丙の終身に渡
る期間取得し、子Ｂは、これら不動産（宅地Ｆ及び家屋Ｇ）の所
有権を取得する。

　　�　宅地Ｆ（198㎡）は、路線価地域に所在し、その地形等は以下
のとおりである。宅地Ｆは、家屋Ｇの敷地として使用されている。

　　�　家屋Ｇ（固定資産税評価額5,000,000円、床面和130㎡、木造（平
成25年６月18日新築））は、宅地Ｆの上に存する建物であり、相
続開始直前において被相続人甲、配偶者丙及び子Ｂの居住の用に
供されており、配偶者丙と子Ｂは相続開始後も引き続き居住の用
に供している。
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〔第二問〕［資料１］３ ⑻，［資料２］６
　⑻　宅地Ｎは、長女Ｂに遺贈する。
　　�　宅地Ｎは、路線価地域（普通商業・併用住宅地区）、三大都市
圏及び都市計画法に規定する工業地域に所在しており、その地形
等は次のとおりである。

　　�　なお、宅地Ｎは全て、以下の⑼の家屋Ｏの敷地として使用され
ており、都市計画法に規定する市街化調整区域には所在しておら
ず、容積率は200％となっている。

　６　規模格差補正率を算定する際の表（抜粋）
　　三大都市圏に所在する宅地

地区区分

記号
地積㎡

普通商業・併用住宅地区
普　通　住　宅　地　区

Ⓑ Ⓒ

500以上1,000未満 0.95 25
1,000以上3,000未満 0.90 75
3,000以上5,000未満 0.85 225

5,000以上 0.80 475

●直前予想答練　第１回〔第二問〕［資料１］３ ⑴，［資料３］１
　⑴　「宅地Ｆ（1,000㎡）は子Ａへ遺贈する。」
　　�　この宅地は、路線価地域（普通住宅地区）に所在し、その地形
等は次のとおりであり、地積規模の大きな宅地に該当する。

　【資料３】その他の資料
　　１　規模格差補正率に用いるⒷ及びⒸ（三大都市圏）

記号
地積㎡ Ⓑ Ⓒ

   500以上　1,000未満 0.95 25
1,000以上　3,000未満 0.90 75
3,000以上　5,000未満 0.85 225
5,000以上 0.80 475

〔第二問〕［資料１］３ ⑽ ヘ，チ
　ヘ　Ｐ社の直前３期分の財務情報は次のとおりである。
� （単位：円）

年配当金額 年利益金額 利益積立金 摘要
令和３年９月期 2,400,000 45,000,000 400,000,000
令和２年９月期 1,800,000 100,000,000 350,000,000 （注）
令和元年９月期 1,500,000 30,000,000 307,500,000

　　（注�） 年利益金額には本社ビルの移転に伴う固定資産売却益
60,000,000円が含まれている。

　チ�　類似業種比準価額の計算上の業種目及び業種目別株価等は次の
とおりである。

� （単位：円）

業種目 Ｂ
配当
金額

Ｃ
利益
金額

Ｄ
簿価
純資産
価額

Ａ（株価）【上段：各月の株価、下段：課
税時期の属する月以前２年間の平均株価】

中分類 令和３年
平均

令和４年
３月分

令和４年
４月分

令和４年
５月分小分類 　

輸送用機械器具
製造業 7.3 38 380 244

258
244

255
238

280
259

自動車・同附
属品製造業 8.2 40 429 241

255
244

251
236

275
257

●直前予想答練　第２回〔第二問〕［資料１］３ ⑸ ト，チ［資料２］３
　ト�　Ｋ社の比準要素の金額の計算の基となる各事業年度における利
益金額は次のとおりである。

　　①　令和３年４月１日～令和４年３月31日の事業年度
　　　　　法人税の課税所得金額� 52,000,000円
　　　　　　内　有価証券売却益� 2,500,000円
　　　　　　内　土地売却損� 2,200,000円
　　②　令和２年４月１日〜令和３年３月31日の事業年度
　　　　　法人税の課税所得金額� 49,500,000円
　　　　　　内　保険差益� 2,000,000円
　　③　平成31年４月１日〜令和２年３月31日の事業年度
　　　　　法人税の課税所得金額� 45,500,000円
　チ�　Ｋ社の比準要素の金額の計算の基となる利益和積金の金額は次
のとおりである。

　　①　令和４年３月31日現在の利益積立金の金額� 90,000,000円
　　②　令和３年３月31日現在の利益積立金の金額� 65,000,000円

　３�　類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等
　　　（令和４年分） （抜粋）� （単位：円）

業種目 Ｂ
配当

金額

Ｃ
利益

金額

Ｄ
簿　価
純資産
価　額

Ａ（株　価）
大分類

番
号

令 和
３ 年
平均

令 和
４ 年
3月分

4月分 5月分 6月分中分類
小分類

情報通信業 53 7.3 40 252 768 866
758

892
766

839
772

855
778

情報サービス業 54 8.2 42 254 720 790
705

817
713

769
719

768
724

ソフトウェア業

情報処理・提供
サービス業

55

56

7.9

8.8

41

38

244

219

702

774

768
691
850
736

794
698
874
748

749
703
822
757

748
707
817
763

インターネット附随
サービス業 57 5.1 37 207 1,014 1,148

1,008
1,178
1,014

1,103
1,019

1,154
1,026

映像・音声・文字情
報制作業 58 5.4 34 325 607 837

633
889
646

841
656

883
668

その他の情報通信業 59 9.0 43 325 446 534
444

521
449

493
452

507
456

　　　注�　Ａ（株価）の上段は各月の株価、下段は課税時期の属する月以前２年間の平均株
価である。� 

〔第二問〕［資料１］３ ⑾
　⑾�　Ｑ社株式20,000株は、次女Ｃに遺贈する。
　　�　この株式は、東京証券取引所に上場することが予定されている
株式で、その内容は次のとおりである。

　　イ　上場日� 令和４年６月24日
　　ロ　直前期末における１株当たりの類似業種比準価額� 1,250円
　　ハ　直前期末における１株当たりの配当還元価額� 500円
　　ニ　１株当たりの公開価格� 1,930円

●直前予想答練　第１回〔第二問〕問１［資料１］３ ⑺
　⑺　「株式会社Ｋ社の株式10,000株は子Ａへ遺贈する。」
　　�　この株式は、東京証券取引所が内閣総理大臣に対して株式の上
場の承認申請を令和４年２月１日に行うことを明らかにしたもの
であり、上場申請承認前の株式の区分は、取引相場のない株式（大
会社）であった。

　　　上場の日� 令和４年８月１日
　　　１株当たりの公開価格� 1,600円
　　　１株当たりの類似業種比準価額� 1450円
　　　１株当たりの配当還元価額� 150円
　　　令和４年８月１日の最終価格� 2,400円
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〔第二問〕［資料１］５ ⑸，６ ⑶ ⑸
　５�　上記１〜４に記載されているもののほか、相続開始時における
被相続人甲に係る債務は次のとおりであり、それぞれに掲げる者
が負担した。

　　⑴　入院に係る医療費	 100,000円	 配偶者乙
　　⑵　令和３年度延滞税	 150,000円	 配偶者乙
　　⑶　令和４年度住民税	 500,000円	 配偶者乙
　　⑷　令和４年度固定資産税	 2,520,000円	 �長女Ｂ、次女Ｃで�

均等に負担
　　⑸　遺言執行費用	 1,800,000円	 �配偶者乙、長女Ｂ、

次女Ｃで均等に負担
　　�　なお、上記⑵の延滞税は被相続人甲の責めに帰すべき事由によ
り発生したものである。また、上記⑶の納税通知書は令和４年６
月２日に届いている。

　６�　被相続人甲の葬儀に要した費用は次のとおりであり、配偶者乙、
長女Ｂ、次女Ｃの３人で均等に負担した。

　　⑴　葬儀費用	 500,000円
　　⑵　葬式会場費	 1,235,000円
　　⑶　初七日法要費用	 50,000円
　　⑷　火葬費	 5,000円
　　⑸　香典返戻費用	 560,000円

●直前予想答練　第３回〔第二問〕問１［資料１］５，６
　５�　被相続人甲に係る債務の金額は次のとおりであり、すべて配偶
者乙が負担することとした。

　　イ�　被相続人甲の令和４年分の所得税及び復興特別所得税の準確
定申告に係る所得税及び復興

　　　特別所得税の額　　200,000円
　　ロ　令和４年度住民税　　600,000円
　　ハ　令和４年度固定資産税　　2,700,000円
　　ニ　遺言執行費用　　100,000円

　６�　被相続人甲の葬式等に要した費用は次のとおりであり、これら
は配偶者乙と子Ａが均等に負担した。なお、香典2,000,000円は、
葬式等に要した費用の一部に充当している。

　　イ　通夜・葬式の費用	 4,000,000円
　　ロ　香典返しの費用	 1,500,000円
　　ハ　初七日の法事の費用	 500,000円

〔第二問〕［資料１］７
　７　被相続人甲に関する生命保険契約は次のとおりである。
� （単位：円）

区　分 Ｓ生命保険 Ｔ生命保険 Ｕ生命保険
保険契約者 被相続人甲 被相続人甲 被相続人甲
被保険者 被相続人甲 被相続人甲 次女Ｃ

保険料負担者 被相続人甲 被相続人甲 被相続人甲
保険金受取人 配偶者乙 養子Ａ，長女Ｂ，次女Ｃ 養子Ｆ
保険金額 60,300,000 30,000,000 20,000,000
支払済保険料 35,000,000 12,000,000 17,000,000

　　（注１�）Ｓ生命保険の保険金には、特約で契約していた入院給付
金300,000円が含まれている。

　　（注２�）Ｔ生命保険について、受取人３名で均等に保険金を取得
する契約となっている。

　　（注３�）被相続人甲の相続開始時において、Ｕ生命保険会社との
契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返
戻金の領は16,500,000円である。なお、この生命保険契約の
契約者の地位は、保険約款の定めにより養子Ｆが引き継ぐ
こととなった。

●上級演習　第１回〔第二問〕［資料１］９
　９�　相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保
険契約（いわゆる掛捨保険契約ではない。）で、被相続人甲が保
険料の全部又は一部を負担していたものは、次のとおりである。
保険金
受取人 被保険者 保険契約者 保険料の負担者等 解約返戻金

の額

孫　Ｅ 三 女 Ｃ 三　女　Ｃ 相続人甲の２分の１、三女Ｃ２分の１ 5,150,000円

二女Ｂ 配偶者乙 被相続人甲 被相続人甲全額 13,000,000円
　（注�）配偶者乙を被保険者とする生命保険契約に関する権利は、相

続人間の分割協議により配偶者乙が取得することとなった。


